≪初等中等教育分科会 特別支援教育特別委員会　議事録要旨（抜粋）≫

· 第４回（2004年5月11日）
議題：特別支援教育の在り方について関係団体からのヒアリングhttp://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/016/04072601.htm　
財団法人全日本ろうあ連盟
· 統合によって聾児とほかの障害のある子どもが同じ教室で机を並べて勉強するということは考えにくいのではないかと思う。やはり聾学校の機能は統合化の中でも残してほしい。ただ、その場合でも、集団的な交流とか、障害児同士の活動の中で、聞こえない子どもたちとほかの障害を持っている子どもたちとの共通のコミュニケーションができないという問題が出てくる。そういう意味で、もし統合化される場合でも、それはほかの障害のある子どもと一緒に学ぶのではなく、普通の小・中学校の中で聾学校の機能というものを入れ込むほうが適当ではないかと思う。
· 通常の学校で勉強している聴覚障害の子どもが多くなっている。・・（中略）・・聞こえない子どもにとっては通常の学校では情報保障されない。でも、学力は求めたいから通常の学校に行く。一方、手話で学びたいと思う子どもは、聾学校に入る。でも、聾学校でも手話の保障はない。聾学校で手話で教え、聾児の選択できる幅を広げるということは大切ではないか。学力だけを求めるならば、通常の学校において、情報保障をする方法も考えられるが、基本的には、聾学校できちんと学力をつけられる条件をつくるのが一番いいと思う。
· 普通の小・中学校の学力と聾学校の学力の差があり過ぎて、聾学校で学ばせることは親として心配なので、普通の学校に入れたいという気持ちもある。けれども、今の普通学校の中で、聴覚障害者がひとり入っても、他の児童の勉強についていけず、高校に入る時点になって、また聾学校に戻ってくるというような例もある。
· 第９回（2004年7月13日）
議題：小・中学校における特別支援教育体制について
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/016/04090201.htm　

· （委員による発言）障害のある子どもは特殊学級の教員が担当しなければならないという考えがあるのかもしれない。今まで場を分けて教育してきたことの弊害である。でも、一方で通常学級の教員が支援にあたってくれることも多い。障害のある子どもの支援していくときに、通常の学級の教員が特殊学級の教員と同じ立場に立って支援していくという考え方がないと、子どもたちを適切に支援していくことができない。
· 第１０回（2004年7月27日）
議題：小・中学校における特別支援教育体制について　
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/016/04101801.htm　

· （机上に資料を配付した上で）特殊学級は、そこに学籍がある。また、通級による指導の場合には、学籍は通常の学級にあり、児童生徒が特別支援教室へ通う。一方、いわゆる「巡回による指導」においては、教員が動く。これは現行の制度では名称はないが、通級指導教室の教員が一部実施しているものである。通級による指導においては肢体不自由と病・虚弱も対象にしているが、肢体不自由、病弱の子どもが通級による指導は受けない。教員が動けば、「巡回による指導」が出てくる。特別支援教室には、それぞれの学校が持つ教室の機能として、以上の３種類のものを考えて良いのではないか。
· 第１１回（2004年9月13日）
議題：「特別支援教育を推進するための制度の在り方について」（中間報告）（案）について
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/016/04102201.htm　

（「第２章　特別支援教育の理念と基本的な考え方」に関する委員による発言）

· 別のところで、特別支援教育の考え方が障害の有無に関わらず全ての児童生徒一人一人の教育的ニーズにあった教育を推進するきっかけになるということで、教育全体の改革につながるということをはっきりと宣言してある。ただ、現実的にバックアップが果たして可能なのかどうかということもある。
· 本委員会では、障害のある児童生徒に対してどれだけきめ細やかな、しかも一体となった支援をしていくかという議論をしてきたわけで、そのための特別支援教育の理念と基本的な考え方に焦点を合わせている。その意味で「障害のある」という表現は誤りではないし、狭いものでもない。障害者に世の光を、ではなく、障害者を世の光に、という点では、一人一人の教育的ニーズにあった教育により、学級崩壊、いじめなどが克服されるきっかけにしていかなければいけないし、相互理解を図っていかなければいけない。確かな学力や豊かな心を培っていくという効果も十分持っているという指摘もあり、バランスがとれている。
（「第４章　小・中学校における制度的見直しについて」に関する委員による発言）

· 確かに通常の学級で増えているＬＤ・ＡＤＨＤ等は非常に大きな問題になってきているが、例えば軽度の肢体不自由やダウン症等の知的障害も通常の学級で増えてきている。その部分に言及すべき。大事なのは、通常学級の中で、障害のある児童生徒がかなり増えてきていて、その児童生徒に対する特別な教育ニーズを保障していく必要がある。
· 特殊学級における交流と共同学習を促進していくために、通常学級を担任している教員との密接な連携が重要。通常学級の担任が重要な役割を果たしていかなければいけない。通常学級の教員と連携しながら支援していくということに言及すべき。そうでないと、担当教員というのは特別支援教育担当者というふうになってしまう。また、通常学級の教員が大きな役割を果たしていく上で、教員への研修が欠かせない。そのため、研修の機会を保障するものが盛り込まれていけば、さらに良い。
· 中間報告全体の方向性が現行制度に限りなく近い状態で、何が変わるのか。特殊学級についても、方向性としては変わらないものと思われる。当初からの高い理念であるノーマライゼーションとは全く追いつかない議論なのではないか。
· 第１２回（2004年9月28日）
議題：「特別支援教育を推進するための制度の在り方について」（中間報告）（案）について
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/016/04102202.htm　

· （委員の発言）国の役割として、障害者基本法にも規定されている障害を理由にした差別禁止に言及していない。中間報告の一番最初で、基本的な理念のところで書き込む必要がある。
· 第１７回（2005年5月31日）
議題：「特別支援教育を推進するための制度のあり方について（答申素案）」について
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/016/05071102.htm　
担当委員より「守谷市及び市内[image: image1.png]


小学校における特別支援教育の取り組みについて」、担当委員より「「小・中学校における制度的見直しについて」に関する参考資料－船橋市の特殊教育と市内[image: image2.png]


中学校特殊学級の現状と今後の課題等を通して－」について発表がなされ、その後意見の交換が行われた。
· （委員より質問）（船橋担当委員に対し）特殊学級に在籍する児童生徒に対し、通常の学級との間での交流教育等を行う場合についての対応、保護者の反応などはどうか。また、通常の学級に在籍する一般生徒の反応はどうか。
· 保護者からは、ぜひ展開してほしいという要求があった。現在は社会科が中心となっているが、理科や国語での可能性を追求している。紹介したケースでは、特殊学級にいる時よりも通常の学級にいる時の方が、意欲的に学習を展開している場合もある。様々な場面で様々な環境を生徒に体験させるということは、とても大事なことと考える。一般生徒との関係では、お互いの教え合いも展開されている。
· （委員より質問）（守谷担当委員に対し）[image: image3.png]


が発表された特殊学級での取り組みにおいて、在籍者以外で支援の対象となっている児童がいるが、これは通級による指導か。
· ほとんどは特別支援教育担当者が教室に出向いて支援する形を取っている。
· 第１８回（2005年7月29日）
議題：「特別支援教育を推進するための制度の在り方について（答申素案）」について
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/016/05081901.htm　

· （答申素案第４章について委員より）「特別支援教室（仮称）」の3つのイメージは非常に具体的。特別支援教室の構想の反対者なら賛成するだろう。しかし、場の教育から個人のニーズによる教育へと転換していく方向性から考えると、逆戻りしてしまう危惧がある。3つのイメージ[image: image4.png]
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 を固定しないような方向性を示すべきであろう。イメージ[image: image7.png]


 の「教室中心タイプ」が増えれば、今までの特殊教育と変わらないのではないか。
· （答申素案第４章について委員より）イメージが明確になるのはよいが、やはり「場の教育」に戻ってしまう懸念がある。よく読むと理解できるが、やはり学籍上は全ての児童生徒が通常の学級に属していることを明確にする必要がある。その上で、「特別支援教室（仮称）」は、学習形態や指導形態の一つとして、特別なニーズが必要である子どもたちについての環境を作るという観点が重要。
· 第１９回（2005年9月27日）
議題：「特別支援教育を推進するための制度の在り方について（答申素案）」について
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/016/05102401.htm　

· （障害者権利条約及び障害のある児童生徒の就学について委員より意見）障害者権利条約について、例外的に特別な教育を行うとすることについては、異議を感じる。共に生きる社会にとって、特別な教育は必要な存在である。大きな方向として、すべての人がよくわかり合う中で生活するということは、原則かもしれないが、専門性に基づく特別な教育は必要。また、盲・聾・養護学校がセンター的機能を果たすことによって、小・中学校の中の一員としてアピールできることとなる。これが今回の特別支援教育体制の一つの柱ではないかと思う。
· （同上）学教法第71条では、一般教育と特別教育を分けておらず、盲・聾・養護学校は、幼・小・中・高等学校に準ずる教育を行うとともに、障害に応じた教育を行う。そのため、盲・聾・護学校も普通教育を行っている。障害者権利条約と矛盾するものではないと思う。
· （同上）ここでは、一般教育はジェネラル・エデュケーションとしている。ジェネラル・エデュケーションは三つの中身がある。特殊教育に対するジェネラル・エデュケーション、専門教育に対するジェネラル・エデュケーション、職業教育に対するジェネラル・エデュケーション。そのため、ここでのジェネラル・エデュケーションという言葉それ自体のコンセプトを何でとらえているのかよくわからないところがある。
· 第２０回（2005年10月13日）
議題：障害のある児童生徒の就学について
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/016/05112401.htm　

· （「主要国における障害のある児童生徒の就学について」の報告に関し委員より質問）イタリアの事例については、結局インクルージョンとは言うものの、障害のある子どもが通常の学級で「お客さん」扱いをされていると聞いたことがある。卒業後の就労もきちんと出来ているかなど、研究所としてはどのように評価しているのか。
· （国立特殊教育総合研究所の担当研究官より説明）イタリアの取組についての成果、評価についての客観的なデータは持ち合わせていないが、障害の状態を把握して、それに基づいて個別の教育計画を作ったり、必要に応じて専門教師がつくという形で、指導を行っていると聞いている。
· （委員より）高等学校に特殊学級がないがゆえに、養護学校高等部が満杯の状況であると聞いている。こうした生徒の多くは高等学校において支援すれば十分対応できる。保護者も高等学校に行かせたいが、その道がないと言う。失礼な話かもしれないが、養護学校に在学するよりも能力を伸ばせて、就職できることもあろう。特別支援教育の考え方の中で、高等学校への就学について触れる必要があるのではないか。
≪初等中等教育分科会 教育課程部会 特別支援教育専門部会≫

· 特別支援教育専門部会における主な議論（案）（2006年10月30日、第９回専門部会配布資料）http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/032/06121320/002.htm　

· 教育課程部会における「特別支援教育専門部会の報告」についての主な意見の概要（2006年10月30日、第９回専門部会配布資料）
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/032/06121320/003.htm　

· 特別支援教育現状と課題、改善の方向性（検討素案）（2007年9月11日、第１１回専門部会配布資料）
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/032/07092808/002.htm　
· 「自立活動」について・・・現行の5区分に加え、新たな区分として「人間関係の形成（仮称）」を設け、それぞれの区分と項目の関連を整理する。
· 知的障害特別支援学校の教科について・・・高等部において、生徒の実態や卒業後の就労の状況等を踏まえた職業教育を一層進める観点から、福祉に関する基礎的・基本的な内容で構成する新たな専門教科として「福祉」を新設する。
· 小・中学校の特別支援教室及び通級による指導について・・・特別支援学級、通級による指導に係る特別の教育課程の編成に当たっては、特別支援学校学習指導要領に定める事項を取り入れた教育課程を編成することができることを明確にする。
· 通常の学級における指導の充実について・・・通常の学級に在籍する障害のある幼児児童生徒に対し、必要に応じて、個別の指導計画の作成や個別の教育支援計画の策定を行うこと、特別支援学校や特別支援学級における指導方法を参考とした指導を行うようにすることなど、個々の障害に応じて必要な配慮が適切に行われるようにすることを明確にする。
· 交流および共同学習について・・・障害のある幼児児童生徒と障害のない幼児児童生徒との交流及び共同学習については、双方の幼児児童生徒の教育的ニーズに対応した内容・方法を十分検討し、早期から組織的、計画的、継続的に実施するよう努める。
· 教員の専門性の向上について・・・すべての教員の特別支援教育に対する理解と一定程度の専門性を定着させるため、教員養成段階における特別支援教育に関する内容の充実を図ることなどの施策を推進する。
· 特別支援教育に係る教育課程関係資料（2007年9月11日、第１１回専門部会配布資料）http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/032/07092808/005.htm　
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